
同一事業主の取扱いに関する提出書類一覧

事例 同一事業主の確認に必要な書類 取扱い 雇用保険に関する届出 提出先

吸収合併(事業所が一つになる場合) ◇法人Aの｢履歴事項全部証明書｣ 統合先は法人A ｢雇用保険適用事業所廃止届｣

◇法人Bの｢閉鎖事項全部証明書｣

◇｢合併契約書｣｢株主総会議事録｣等

吸収合併(事業所は個々に存続する場合) ◇法人Aの｢履歴事項全部証明書｣ 事業所名称、事業主氏名の変更 ｢雇用保険事業主事業所各種変更届｣

◇法人Bの｢閉鎖事項全部証明書｣

◇｢合併契約書｣｢株主総会議事録｣等

代理人を置く場合は、｢代理人選任届｣が必要。 ｢代理人選任届｣

個人事業主の相続 ◇事業主bの｢住民票の写し｣ 事業所名称、事業主氏名の変更 ｢雇用保険事業主事業所各種変更届｣

※相続以外の理由は、変更には該当しない。

営業譲渡 ◇｢新旧事業実態証明書｣ 新旧事業実態の認定後

◇｢営業譲渡契約書｣

◇法人Bの｢履歴事項全部証明書｣ 移籍する従業員について｢転勤届｣を提出。 ｢雇用保険被保険者転勤届｣

　 　　　　ｂ

譲渡先が未手続事業所の場合は、｢設置届｣を併せて提出。 ｢雇用保険適用事業所設置届｣

分離独立 ◇｢新旧事業実態証明書｣ 新旧事業実態の認定後

◇｢分割契約書｣または｢分割計画書｣ ｢雇用保険被保険者転勤届｣

　　　　　　　b ◇法人Bの｢履歴事項全部証明書｣ ｢雇用保険適用事業所設置届｣

｢雇用保険事業主事業所各種変更届｣

個人事業主の法人設立 ◇｢履歴事項全部証明書｣

事業所名称、事業主氏名の変更 ｢雇用保険事業主事業所各種変更届｣

※原則としてaと法人Aの代表者が同一の場合。

法人組織の個人事業化 ◇｢新旧事業実態証明書｣ 新旧事業実態の認定後

◇事業主aの｢住民票の写し｣

◇法人Aの｢閉鎖事項全部証明書｣ 事業所名所、事業主氏名の変更 ｢雇用保険事業主事業所各種変更届｣

法人Bの事業所を

管轄する

ハローワーク

法人Aの事業所を

管轄する

ハローワーク

事業主aの事業所

を管轄する

ハローワーク

※対等合併となっていても合併契約書に｢手続き上、法人Aを

存続し、法人Bが解散する｣と明記されている場合は、吸収合

併の手続きを行う。

法人Bの事業所を

管轄する

ハローワーク

法人Bの事業所を

管轄する

ハローワーク

事業主bの事業所

を管轄する

ハローワーク

法人Bの事業所を

管轄する

ハローワーク

･b部門に独自の雇用保険事業所番号がない場合は、｢設置届｣

と｢転勤届｣を提出

･b部門に独自の雇用保険事業所番号がある場合は、｢変更届｣

を提出

※本社間の合併等で支店又は営業所の名称が変わ

る場合は、本社で提出、受理された新旧事業実態

証明書の写しで可。
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